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【取扱規程に基づく各種様式等の例】
●定期健康診断のお知らせ（例）
－定期健康診断の際、法定外の項目についても実施する場合

②取扱規程に基づく各種様式等の作成・周知
取扱規程に定めた方法により、健康情報等の利用目的や取扱方法を周知し、労働者の同意を取
得するために、事業場や企業の状況に応じて必要な様式等を定めるとともに、関係者に周知する
ことが望まれます。

事業者は、取扱規程を策定後、次のような取組を通じて、取扱規程が適切に運用されるよう努め
る必要があります。特に、「①健康情報等を取り扱う者等の関係者に対する教育、啓発」や「③取扱
規程の運用状況の把握、見直し」に関しては、取扱規程に定めることにより、確実に運用されるよう
に努めることが望まれます。

①健康情報等を取り扱う者等の関係者に対する教育、啓発
健康情報等の適切な取扱いのためには、物理的・技術的な安全管理措置だけでなく、人的・組
織的な安全管理措置を講じなければなりません。
そのため、事業者には、健康情報等を取り扱う者に対して、権限の範囲や取扱う目的、取扱い
方法など取扱規程に定めた内容について教育することが求められます。特に、職種として法令

、医業産、ちうの]照参①）2（.2[者う扱り取を等報情康健（者いないてれらせ課が務義秘守の上
保健師・看護師を除いた者）に対して、十分な教育を行うことが重要です。
また、健康情報等を取り扱う者以外の労働者に対しても、健康情報等を適切に扱うことの重
要性や必要性について周知し、必要な範囲を超えて情報の収集や漏えい等をしたり、労働者に
対する不利益な取扱いを行ったりすることがないよう、啓発することが必要です。

 ٤٤٤٤ޤญ⓹ߖวޣ ٤٤٤٤ޤญ⓹ߖวޣ ٤٤٤٤ޤญ⓹ߖวޣ ٤٤٤٤ޤญ⓹ߖวޣ ٤٤٤٤ޤญ⓹ߖวޣ

●取扱規程の策定及び見直しの際、健康情報等を取り扱う者に対して教育研修を実施
●管理職を対象とした研修の際、健康情報等の取扱いに関する講義を実施　　　等

教育・啓発の取組例

取扱規程の運用3.
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